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令和５年勝浦町マラソン議会（みかん会議）会議録第３日目 
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   福 祉 課 長  長 友 清 美     農業振興課長  上 村 和 也 
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   開議宣言 

   日程第１ 町政に対する一般質問 

１ 本日の会議に付した事件 

   日程第１（第３号） 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午前９時30分 開議 

○議長（松田貴志君） おはようございます。 

 ただいまから令和５年勝浦町マラソン議会みかん会議を開きます。 

 日程に先立ち，井出議員から遅刻の届けが出ていますのでご報告いたしておきま

す。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（松田貴志君） 日程第１，町政に対する一般質問を行います。 

 通告表の順序に従って発言を許可します。 

 ６番瀬戸直一議員の一般質問を許可します。 

 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので，６番議員瀬戸直一のみかん会議一般質問を始め

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 町内でも，みかん取りが最盛期になってきました。体調管理に気をつけてみかん取

りを行っていただきたいと思います。 

 それでは，新型コロナウイルス感染症５類移行に伴う影響についてということでお

尋ねいたします。 

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが，５月８日から２類感染症から５類

感染症に移行しました。このことにより，法に基づき行政が様々な要請や関与をする

仕組みから，個人の選択を尊重し，自主的な取組を基本とした考え方に切り替わって

います。 

 そこで，今後の取組などについて，何がどう変わるのかをお伺いします。 

 １つ目として，勝浦病院としての感染予防対策はどうなっていますでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 笠木勝浦病院事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） おはようございます。 

 新型コロナウイルス感染症が５類へ移行したことについて，勝浦病院での感染予防

対策がどうなったかということだろうと思います。 

 まず，新型コロナウイルスの感染症が５類に移行されました。ただ，感染をします
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と，持病を持っておられる高齢者の方等につきましては，直接の原因ではなくても死

に至るような重症化の危険性があるというふうにされております。 

 当院では，高齢の方，また持病のある入院患者も多く，感染のリスクはできるだけ

回避したいことから，５類移行前と変わらず感染予防対策を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 次に，新型コロナウイルスに感染した場合の医療費負担はどうなっていますでしょ

うか。 

○議長（松田貴志君） 笠木事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） まず，患者様が新型コロナウイルスに感染した

場合です。基本的には保険診療となります。それぞれの負担割合により個人負担が発

生しますが，例外としまして治療薬の自己負担の上限，こちらが医療保険の自己負担

割合の区分ごとに段階的に設定をされています。医療費の自己負担割合が１割の方は

3,000円，２割の方は6,000円，３割の方は9,000円が窓口負担の上限となります。 

 また，新型コロナウイルス感染症で入院された場合の入院治療費につきましては，

高額療養費制度の個人負担限度額から減額が最大１万円というふうになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 次に，勝浦病院の診療内容とか経営内容に変化はあるのでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 笠木事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） ２類相当時には，勝浦病院は入院については受

入れをしていませんでした。ただ，５類移行後，確保病床を２床置いております。５

類移行後，この９月までです。10月以降は確保病床っていうのを置いてないんですけ

れども，５類移行後，コロナ患者の入院を受け入れるというふうな変化がありまし

た。 

 また，先ほども言いましたように，９月までは病床確保料というのを補助という形
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で頂いておりました。10月からはこの制度がなくなっておりますので，現在はインフ

ルエンザなどと同様に外来，入院ともに受入れを行っている状況です。 

 経営の内容の変化につきましては，当然コロナ患者が多く発生し，入院受入れを行

いますと，経営的にはプラスというふうな材料になります。ただ，感染のリスクは高

く，注意をしていても感染する可能性も高く，院内での感染がある場合に入退院の停

止などを行った場合には院内での患者というのが激減しますので，マイナスの要因と

いうふうになってまいります。他の病院や介護施設などにもご迷惑をかけるというこ

とになりますので，先ほどもありましたけれども感染症対策は十分に行いながら，コ

ロナの治療，患者様の受入れを行っていくという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 軽度の入院というか，大発生せん場合やったら入院は受け付けてくれるということ

で，ありがとうございます。 

 次に，発熱時などの体調が悪いときは普通に病院を受診できるのでしょうかという

ことでお尋ねします。 

○議長（松田貴志君） 笠木事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） こちらも，先ほどお答えしましたように，まだ

まだ持病をお持ちの方や高齢者にはリスクの高い感染症でございます。そのために，

２類のときと変わらない感染対策を行っておるというふうにお答えしておりました。 

 他の患者様や職員への感染リスクを抑えるために，外来患者様につきましては別の

入り口からであるとか，ドライブスルーにて診察を行っております。可能でありまし

たら事前に電話をいただき，指定時間，場所に来院していただくことで待ち時間など

が少なくスムーズな診療となりますので，ご協力をお願いしているところでございま

す。 

 また，入院患者様やご家族の方には，基本的には面会禁止など不自由なことをおか

けしている現状であります。 

 さらに，全ての来院する方に院内でのマスク着用をお願いをしております。 

 これらの対策につきましては，しばらく続けさせていくこととなると考えておりま
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す。ご不便をおかけしますが，院内での感染リスクを抑えるためですので，ご理解と

ご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 前と変わらん対応で，物すごい対応だと思ってます。 

 次の質問ですが，コロナに感染して後遺症が発生している患者の把握はどうなって

ますか。最近では，何か県もあんまり発表してない。前だったら日に日に載ってきよ

ったような感じだったんですが，今はあんまり載ってないんで。 

 これは次の項目なんですけど，もう一緒にお願いします。 

○議長（松田貴志君） 感染者数は飛ばしていいのですか。 

○６番（瀬戸直一君） いや，患者の把握をされているかどうかっていうことで。 

○議長（松田貴志君） 笠木事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） 感染者の把握をしてるのかということ，それか

ら後遺症についてというご質問だろうと思います。 

 感染者の把握ですけれども，院内での検査による陽性者の数というのは当然当院で

把握しております。特に報告義務等が義務づけられておりませんので，報告は行って

おりません。当然，公表も行っておりません。これ徳島県のホームページで新型コロ

ナウイルス感染症の定点あたりの報告数について公表しておりますが，当院は定点に

指定されていないということでございます。 

 次に，後遺症についてでございます。 

 こちらは徳島県のホームページですけれども，新型コロナウイルス感染症の後遺症

について掲載されております。 

 新型コロナウイルスに感染した後，治療や療養が終了したにもかかわらず，新たな

症状や再び生じて持続する症状等に悩む方がいることが分かってきています。 

 代表的な症状としまして，倦怠感などの全身症状，せき，息切れなどの呼吸器症

状，それから記憶障害や集中力低下などの精神，神経症状，それから味覚障害や脱毛

などその他の症状などがあるようでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の後遺症につきましては，現時点では確立された治療法

がないため，医療機関を受診する場合は症状に応じた対症療法が基本となります。 
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 当院ですけれども，コロナ感染患者として治療した患者様の中にもコロナ感染症か

らの回復にすごい時間がかかる患者様，それからコロナ感染症については陰性という

ふうになりましても体調の回復がなかなか厳しく，体調回復をしない患者様もおいで

ます。当院で後遺症に対しまして治療される方につきましては，その症状については

当然把握しておりますし，他の医療機関に紹介して治療していただく方，こちらにつ

きましても当院の地域連携室などを通じまして在宅前の回復期については勝浦病院へ

帰ってきていただきたいというふうに考えております。また，直接退院される方もお

いでると思います。そちらにつきましては，紹介した医療機関から情報提供をいただ

けるようにお願いをしております。 

 当院でコロナと診断された患者さんはもちろん，他の医療機関で診断され，その後

に後遺症と思われる症状がある患者様につきましては，徳島県ホームページで後遺症

外来対応医療機関リストを公表しておりますので，ご自分でご判断される方につきま

してはリストの中から医療機関を選択することができますが，町内の方でしたらまず

勝浦病院で受診いただければ十分対処できるものが多いのではないかというふうに考

えております。また，当院では厳しいっていう方がありましたら，必要であれば専門

の医療機関を紹介させていただきますので，まず勝浦病院にご相談いただければと思

います。 

 また，これも県のホームページからなんですけれども，海外の研究によりますと，

新型コロナウイルスワクチンを２回接種した後に新型コロナウイルスに罹患した場

合，28日以上遷延する症状の発現が約半数に減少するということが報告をされていま

す。厚労省が出している新型コロナワクチンＱ＆Ａでは，新型コロナワクチンは感染

予防，発症予防効果は２から３か月ですけれども，重症化予防効果は１年以上一定程

度維持されると言われておりますので，これは副反応の強い方もありますので，そこ

はご自分でのリスクというのも十分考えた上ではありますが，コロナワクチンの接種

をお勧めします。 

 勝浦病院では，12月にもコロナワクチンの集団接種を行います。こちらは，先ほど

前の質問にありました経営という面では重要なことでありますので，ぜひ集団接種を

ご利用いただけたらなというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 後遺症は，ワクチン接種をしとったら大分違いますよということで，ありがとうご

ざいます。 

 次に，今後の自治体の役割はどう変わるんでしょうかということで，長友福祉課

長，お願いします。 

○議長（松田貴志君） 長友福祉課長。 

○福祉課長（長友清美君） おはようございます。 

 今後の自治体の役割ということなんですが，新型コロナウイルスは今年の５月７日

までは感染症２類相当に位置づけされていたため，感染症法に基づき国からの要請に

より行政が様々な関与をしてまいりました。現在は，厚生労働省のホームページによ

りますと５類に位置づけとなったことで，個人の選択を尊重し，国民の皆様の自主的

な取組を基本とする対応に転換することとなっております。一律に感染症対策を求め

られることはなく，個人や事業者の判断が基本とされています。 

 今後ということですが，今のままの位置づけから変更がないのであれば，感染症対

策については現在と変わらない対応になると考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 今現状と変わらないっていうことなんですが，これ最近10月

の終わりぐらいから11月の最初にかけてワクチン接種のお知らせということで65歳以

上の方に来たんですが，今回７回目です。案内が来とんですが，案内が来ていない人

もおられます。これ案内状を出す人は，どういった人を対象に出しとんですか。 

○議長（松田貴志君） 長友課長。 

○福祉課長（長友清美君） 接種券につきまして，６回目を接種していない場合に７

回目の案内が行ってない場合とか，そのままの自分の意思で接種しない方などいろい

ろ事情があるかとは思っております。案内が行ってないっていう場合は，既にもう送

付してあるお手元にお持ちの接種券につきましては，年度内であればそちらのほうを

使用をしていただくこともできます。 

 今回につきましては，３月末が最終の無料の接種期間となっておりますので，秋開
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始接種の案内を送付してない65歳以上の追加接種未接種の方につきましては，お持ち

の接種券を利用し予約ができることを改めて通知するよう準備中でございます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 前回，５回目とか６回目に体調が優れなくて接種を取りやめ

ました。ほういう人もおられます。ほんで，次，受けようと思うても，案内状は来な

いんです。送ってないんです。案内状が来なんで，前の接種券はほんなんもう使えん

わと思うて廃棄してるんです。周りの人から今度６回目受けるんよとか，７回目受け

ますとかというて案内状が来たよとかという話を聞いたんやけど，どうしていいか分

からないと。だから，受けるか受けんかは分かりませんけど，こういう人たちに案内

状は送るべきじゃないんですかっていうことをお聞きしたいんですけど，どうでしょ

うか。 

○議長（松田貴志君） 長友課長。 

○福祉課長（長友清美君） 接種会場で体調不良等により接種を見合わせた方につき

ましては，接種券を改めて郵送させていただいております。体調がよくなってからご

自身でコールセンターに予約をしていただくようなことになります。 

 また，自分の都合で接種をされていないっていう方がおいでますということです

が，その方につきましては接種券をなくされていたり，破棄されたりというようなこ

ともあろうかと思います。その方につきましては，先ほども申し上げましたが，未使

用の場合，アレルギー等で接種をしたくてもできない方であったり，自分の意思で接

種しない方であったり，また破棄されたりとかいろいろあるかと思いますが，そうい

った面も含めまして今回は３月末が最後ということですので，11月末ぐらいまでに改

めて通知をさせていただくよう準備中でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 自分でコールセンターに電話をして予約を取ってというんや

けども，案内状がなければどこにしてええやら分かりません。だから，11月末に案内

状を送ってくれるっていうんで，ありがとうございます。 

 次に，今後のワクチン接種はどのようになるのかということで，これ11月18日の新

聞報道でありました。最終的に，来年３月までは特例臨時接種となっており，生後半
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年以上の全ての人が無料で接種できるということです。そして，来年度からは原則一

部の自己負担を求める見込み。当面の間，流行する変異株に合わせて毎年使用するワ

クチンの株を見直し，65歳未満で重症化リスクが高くない人は任意接種となり，自治

体などの補助を除いて全額自己負担となる可能性があるとあります。新型コロナワク

チンの定期接種は，はしかワクチンなどのように集団予防を目的とするものではな

く，高齢世代の季節性インフルエンザワクチンと同様に個人予防を目的にするものと

なる方向だとあります。 

 こういうことで，今後はよろしいんでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 長友課長。 

○福祉課長（長友清美君） コロナワクチン接種につきましては，予防接種法に基づ

き，特例臨時接種として全額公費で行ってまいりました。本年度につきましては，特

例臨時接種の延長として１年間自己負担はなしで接種を行っているところです。 

 来年度につきましては，11月22日付の国からの通知によりますと，予防接種法の定

期接種Ｂ類疾病に位置づけとなり，65歳以上及び基礎疾患のある60から64歳につきま

しては高齢者のインフルエンザ予防接種と同じ扱いになると思われます。詳細につき

ましては，国において精査した上で12月以降に改めて自治体向け説明会が開催される

予定でございます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 次に参りたいと思います。 

 これは，簡単なというかしょうもないことかも分かりませんが，ごみ収集について

お尋ねします。 

 お盆休みの期間中のごみ収集はどうなっていますかということでお願いします。 

 石原地区は水道の設備がないんで，生ごみの袋等が破けたりしていると，夏の暑い

ときに腐敗が進んでごっつい不潔やし，もう虫が湧いたり，当番さんなりが苦労して

るんです。うちの地区ぐらいかな，何か虫よけスプレーみたいなのを置いとんは。ほ

れ振りまかなんだら，何か燃えるごみのところがごっつい不潔なんです。 

 お盆期間の間，１週間そこそこ収集を休まれてます。ほれはどうしてですかという
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ことをお尋ねします。 

○議長（松田貴志君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤信之君） おはようございます。 

 ごみ収集に関してご迷惑をおかけいたしまして，申し訳ございません。 

 勝浦町では，町内を２地区に分けましてごみ収集を行っております。本年度のお盆

の場合，長期にごみ収集が休業となる地区ができるため，休業日の振替を行い，お盆

にもごみ収集を行う工夫をしたところでございます。期間の長いごみ収集の休業は，

住民の皆様にご不便をおかけすることもあるかもしれません。議員おっしゃるよう

に，特に夏場に長期の休業となる場合には可能な限り対応できるよう，今後，委託業

者とも相談してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） お盆休みは取ってくれたっていうことでよろしいんですか。 

 これ２番目に，収集業者との契約はどうなっていますかということでお尋ねしとん

ですが，どうですか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 現在，ごみ収集におきましては，休業日は日曜日，祝日

でございまして，お正月とお盆につきましては恒例で休業とさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 正月は，三が日ぐらいは仕方ないんで，あんまり腐敗も進ま

んけんええんですけど，夏の暑いときは袋が破れとったりしたら不潔なんで，ほなけ

んほこを盆休みやというて休まれたら困るんですが。小松島にしたって阿南にしたっ

て，ほんなん盆休みやというあれはないんやけど。ほういう契約なんですか。 

 ほなけん，ほういうなんは契約に入れてもらって，もうお盆もしてくださいねでお

願いしたいんですけど，どうでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 休業日につきましては，内部または委託業者とも協議
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し，決定していきたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。 

 次に，町営住宅に関することです。 

 町営住宅の全戸数は何戸ぐらいありますか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 本町には現在，町内71戸の町営住宅が整備されておりま

す。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 各地区の住宅の年数はどのぐらいたってますでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 古い住宅では昭和47年建設，新しい住宅では平成10年建

設でございます。石原住宅で申しますと，平成２年建設となっております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） そしたら，次のあれなんですが，家賃は何を基準に決定して

いますでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 町内の住宅料につきましては，国の公営住宅法や公営住

宅法施行令を基準に町条例で定めております。 

 住宅料につきましては，住宅の場所，築年数，それから入居する世帯の所得状況等

により決まってまいります。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 生活の実態はつかんでますか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 
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○住民課長（後藤信之君） 所得状況等につきましては，年に一度調査を行って把握

しております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） いや，すんません。空き家はないんですか。生活してる実態

はつかんでますかということです。すんません。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 状況把握はできていると思っております。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ありがとうございます。 

 当初は，石原の例でいいますと若者住宅として始まって，年齢制限があったと思い

ますが，今は誰でも住めるんでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 石原住宅におかれましては，当初は若者向け住宅という

ふうなことで募集した経緯もあったようでございます。そのときには，若者の方が入

居していただいたということでございますが，現在は年齢の制限というふうなものは

ございません。入居できる期限につきましては規定もございませんが，所得が増える

など入居条件に合わなくなった方につきましては明渡し請求をするものとなっており

ます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ということは，所得制限だけ設けてるということでよろしい

んですね。 

 次に，収支はどのようになってますでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 後藤課長。 

○住民課長（後藤信之君） 町営住宅費の令和４年度の収入でございますが，

1,273万7,000円，維持管理の経費につきましては361万5,000円となってございます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 
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○６番（瀬戸直一君） 次に，この先，大規模な修理が必要になった場合はどう対処

するのか，町長にお願いします。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 改めましておはようございます。 

 大規模な修理が必要になった場合ということで，今，公営住宅につきましても長寿

命化ということで，そうならないようにということであらかじめ維持管理ができるよ

うに，そういったものについては対応しているところでございます。 

 方針といたしましては，そういったことをもう少し続けることによって住宅につい

てそのままの補修ができないかというふうに考えております。 

 建て替えにつきましては，今のところ計画はないということでご認識いただけたら

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） ということは，もう老朽化して使えなくなってきたら，もう

ここは建て替えはしないということでよろしいんですか。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 公営住宅につきましては，一時そういった議論もあったんで

すが，後々にかかる経費っていうのは非常に大きいということで，今のある住宅につ

いてはまだ年数につきましても先ほど担当課長からもありましたが，もう少し長寿命

化対応で修繕等をしていくことで使用可能というふうなことで続けております。 

 また，いずれ住宅施策について必要なときにはそういった計画っていうのを立てま

して，そういった住宅施策に対する方針を決めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） っていうことは，将来の計画はある程度は持っているという

ことでよろしいですね。 

 次に参ります。 

 沼江バイパスの今後の見通しはということでお尋ねします。 
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 先日の一般質問でも同僚議員から質問が出ました。同じようなことをお尋ねするん

ですが，地元の議員としてはぜひとももっと聞いとかなんだらいかんなということ

で，お願いします。 

 ダブっているんですが，これコンクリート片を取りのけるためのかさ上げというこ

とで今，工事が中腹まで盛土をしてます。上のをのけるために，このかさ上げを半年

置いて次にまた上へまだ持っていくと。これ何回するのか知らんのやけど，ほういう

ことをしますよという説明もないし，あれなんで，今後の見通しを建設課長，よろし

くお願いします。 

○議長（松田貴志君） 海川建設課長。 

○建設課長（海川好史君） 沼江バイパスについてのご質問でございます。 

 まず，盛土が９月下旬に完成しておるということなんですけれども，この盛土につ

きましては現在ののり面を安定させるために盛土工事を実施しておるというふうに県

からは伺っており，また現在は引き続いて原因究明に向けた地質調査を実施しておる

ということでございます。 

 それから，今後，地質調査のデータなりの専門家の意見を聞きながら原因を究明し

ていき，対策法を検討していくというふうに県から伺っておるという状況でございま

す。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 次に，崩落事故があってからもう大分日にちもたったんです

が，地区住民への説明会は開かれないのかということでお尋ねしたいんですが，こう

こうこういう計画で完成がこのぐらいになるというようなことで納得して土地を提供

したとか付近住民は思っているのに，計画が変わったら説明があってしかるべきでは

ないのかと。 

 県の担当者は，今，設計段階で何や検査しよんとか地質調査をしよんか知らんのん

ですが，話すことがないけん言うことがないのんで，してもしょうがないみたいなこ

とをちらっと聞きました。もっと住民に対してほれ説明してしかるべきではないんで

しょうか。もっと町も県に言ってほしいんです。どうなっとんで，説明会をしてくれ

んでとか。ほうせなんだら，工事は県やけど，場所は勝浦町やけん，自分とこの庭で

起きとうことやけん，何ぼ県があれやっちゅうたって自分とこの意見は言うていかな



- 16 - 

んだらいかんのんちゃうんですかっていうことなんですが，どうでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 説明会をということなんですけれども，これ６月にも県

のほうに現状についての説明をっていうことで，町からも要請をしておるところでご

ざいます。 

 県からの回答といたしましては，地区住民への説明については今後，専門家の意見

も入れて対策法が決定次第行うというようなことが県からの回答でございました。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 瀬戸議員。 

○６番（瀬戸直一君） 住民は，いっときも早い完成を待ち遠しく思っております。 

 完成はいつ頃になるんかっていう質問ですが，これはもう町に聞いても分かりませ

んっていう答えなんで，質問はしません。 

 沼江バイパスが早期に完成するように県に対してもっと強く要望をしてもらいまし

て，６番議員瀬戸直一の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（松田貴志君） 以上で６番瀬戸直一議員の一般質問は終了いたしました。 

 議事の都合により，休憩とします。 

            午前10時15分 休憩 

            午前10時29分 再開 

○議長（松田貴志君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 １番内谷安宏議員の一般質問を許可します。 

 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） おはようございます。 

 議長より許可をいただきましたので，１番議員内谷より質問させていただきます。

よろしくお願いします。 

 かんきつ栽培へのスマート農業の導入についてお伺いします。 

 まず，質問背景から。 

 近年，よく耳にすると思いますが，スマート農業とはロボット，ＡＩ，ＩｏＴなど

先端技術を活用する農業であります。このスマート農業を導入するメリットというと
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ころは，書いてますように作業の自動化，情報共有の簡易化，データの活用などが上

げられます。 

 実際にスマート農業の導入例を幾つか挙げております。自動走行トラクター耕う

ん，整地を無人で行う，自動運転田植機旋回も含めて自動で田植を行ってくれます，

水田の水管理の自動化実際，田んぼに人が行かずとも水位の管理を水門を制御してや

ってくれる，あとリモコン式の自走草刈り機リモコン操作で草刈りができるんですけ

れども，危ないところに人が行かずとも草刈り機を走らせて安全に作業ができるこの

ようなものがあります。 

 果樹関係が，木の関係がありましてスマート農業の大きい機械を導入するのには割

と不向きなジャンルであります。その中でも，かんきつというのがいい実をつけるた

めに段々畑，傾斜地でやったり，水はけと日当たりを考慮して傾斜地に産地が多いと

ころがありますので，さらにこういった機械の導入が遅れている分野であると思って

おります。 

 私も，日頃かんきつ農家をやってまして，かんきつ作業の重作業っていうのを主に

２つ上げてみました。農薬散布，除草作業草刈りですねこれらが非常に重い作業と感

じております。 

 農薬散布に関してでは，ポンプからまく先までの長いホースを畑中引っ張ることを

割かし続けていると，しんどく感じます。あと，農薬に触れると上げてますけれど

も，薬品ですのでまいてる最中に風向きが変わって全身に浴びることもあります。特

に問題はないんですけれども，精神的にしんどいな，嫌だなって感じることがありま

す。 

 除草作業のほうですけれども，草刈り機を振り回してると機械の重さが単純にしん

どい。あと，腕とか足腰の疲労がたまってきます。 

 この２つの作業に共通して言えるんですけれども，傾斜地での作業となりますの

で，踏ん張って作業するとこのしんどさ。あと，田畑が広ければ１日では終わらず，

２日，３日と続くので疲労がたまってくる。夏の暑いときの作業は，非常に体力を奪

われる。このようなところがあります。農薬散布や除草作業が楽になれば，作業時間

の短縮であったり，疲労の軽減に大きくつながるのではなかろうかと思っておりま

す。 
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 というところで，令和２年度より町内でドローンによる農薬散布の実証実験が行わ

れているというのを耳にしました。その内容について伺っていきたいと思います。 

 初めの質問です。 

 ドローン散布の実証実験の目的と内容をまずお伺いします。農業振興課課長，よろ

しくお願いします。 

○議長（松田貴志君） 上村農業振興課長。 

○農業振興課長（上村和也君） ドローンの実証実験の目的と内容についてですが，

Ｒ３年，勝浦町でいきいきファーマーズ主催で，目的といたしましては自動操縦によ

るドローン防除の散布効果などを住民に見てもらうことを目的としてます。内容につ

きましては，町内の園地１農家，自動操縦による農薬散布，ＸＡＧドローン社簡易ア

ンテナＲＫＴアンテナで，令和４年につきましては勝浦町の勝浦みかん生産販売促進

協議会が主催で，目的といたしまして営農園地に薬剤による防除散布を行い，ドロー

ン防除の課題を取得，薬剤効果の検証，自動操縦によるドローン防除の様子を住民に

見てもらうということを目的としました。内容につきましては，町内の園地３農家で

自動操縦による農薬散布ＸＡＧ製ドローン固定ＲＫＴアンテナを確認しました。 

 続きまして，令和５年度につきましては，勝浦みかん生産販売促進協議会が主催

で，目的といたしまして４年度の実証実験とは別のアプローチによる位置情報取得手

法の可否について，実際にドローンを飛行することで確認するための実証をしまし

た。内容につきましては，町内園地１農家で自動操縦による飛行のみでＤＪＩ製ドロ

ーン，またネットワークＲＫＴ測量ドローンによる３Ｄマッピングを行いました。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） ありがとうございました。 

 それでは，各実証実験の結果についてお伺いします。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） それぞれの結果ですが，令和３年，感水紙による散

布確認では，葉の表と比較すると裏への散布が少ないとの結果ではあったが，薬剤効

果の面からはあまり問題ではなかろうかとのまとめであった。樹形によっては，表よ

り裏によく散布できている箇所もあった。この内容については，農家等で約30名が見
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学に来ておられました。 

 続きまして，令和４年度ですが，位置情報の取得に時間がかかるなどのトラブルが

ありました。果樹モードによる散布時間は10アール当たり60分，フリーモードによる

散布時間は果樹モードの約３分の１程度です。フリーモードによる散布でなければ，

バッテリー交換などの手間がかかり，時間的な効果がほとんどないということです。

薬剤効果については，ドローン防除と手動の散布による明確な違いは得られなかっ

た。農家21名が見学。町内が多かったが，小松島市からの参加もありました。 

 ５年度につきまして，ソフトバンクサービスによる位置情報の取得はトラブルなく

できました。フリーモードによる散布については散布時間が13アール当たり３分

20秒，机上値であれば30アール当たり10分で散布が可能と考えます。測量用ドローン

につきましては50アール30分，農薬散布としては詳細過ぎるので，本来ならばもう少

し短い時間も可能と考えます。３Ｄマッピングでは，専用ソフトを用いてルートを設

定いたしました。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） 回答ありがとうございました。 

 通常のこれまでの散布と同様な結果が得られていると。さらに，ドローンでまくこ

とによって高速で広範囲にまけるという結果は非常に頼もしい結果と思いますので，

今後実際に取り入れていけるように進めていただきたいと思います。 

 次の質問に移らさせていただきます。 

 使用できる農薬というとこなんですけれども，実際畑でまける農薬というのは登録

されている農薬が使えます。登録というのは，効力，安全性，毒性，残留性などを確

認し，農林水産大臣の承諾を取得したものというものになっております。登録されて

いても，使い方が異なれば使用ができません。 

 ドローン散布で使うものは，使用方法が無人航空機による散布というものになりま

して，希釈倍数が低い，すなわち濃度が非常に高い，濃いものになります。こうなり

ますと，今登録されている通常散布に使える農薬でも，登録変更が必要となってまい

ります。農林水産省が出してる農薬登録情報提供システムというものがありまして，

これでいろんな農薬の検索がかけれるんですけれども，現在かんきつにドローン散布
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で使用できる農薬は21種類です。種類は21と非常に少ないんですけれども，様々な対

象病害虫がありますので，年間の防除はほぼほぼいけるのかなという見込みができて

おります。 

 ただ，よく使うミカンハダニ赤ダニと呼ばれるものなんですけれどもこれに対して

の農薬が一つもないのが現状でございます。ダニ類っていうのは，ワンシーズンの中

で世代交代を数回繰り返しますので，同じ薬をまき続けると薬剤抵抗っていうものが

ついてしまうので，３種類，４種類ぐらいをサイクルして使っていかなければならな

いので，これ非常に重要な薬となっております。 

 といったところで質問なんですけれども，農薬メーカーに対して不足している農薬

の登録の要望を行政からできるのかと，していこうとしているのかっていうところを

お伺いしたいと思います。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） ドローン防除で使用できる農薬の拡大は必要だと考

えているため，農業用薬剤関連団体等への要望は県とともに連携して強く要望してい

きたいと考えております。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） 前向きな回答ありがとうございます。期待しております。 

 次に，また農薬の話なんですけれども，農薬散布の際にその時期に散布する農薬を

何種類か混用してまくんですけれども，混用して効果が薄まったり，作物の品質低下

などの薬害が出ないように，過去の事例を集めた農薬混用事例集というものがあるの

でそれを参考にして行うんですけれども，かんきつに関して通常散布のものしかなく

て，現在ドローン用の事例集がないように思います。ドローン用に登録されていて

も，非常に濃い農薬を散布するので，事例集がないものをまくのは危険があるという

かと感じます。個人での検証っていうのは，生産，出荷する作物に対してやるのは影

響が出るおそれがあり，なかなか難しいと感じております。 

 質問なんですけれども，かんきつテラスのような試験場の園地を利用して，県と協

力してドローンでの混用散布の検証を行うことはできないのかというとこについてお

伺いします。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 
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○農業振興課長（上村和也君） 農薬の効果や薬害の影響に関する調査は，本来，販

売元である農薬メーカーなどの専門機関がすべき分野であり，町が協力できる部分は

極めて少ないと考えます。 

 また，かんきつテラス徳島は実験する施設ではなく，人材の育成，新たな交流の創

出，地域活力の向上を目的とした施設ですので，他の県研究機関などであれば依頼す

る内容によっては可能と考えます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） 他の県の園地というのは，具体的にはどこがあるか分かりま

すか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） 県の具体的な園地については確認できてないんで，

また県に相談しながら進めたいと思います。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） ありがとうございます。またお願いします。 

 次の質問なんですけれども，実証実験の結果及び農薬の今後の対応を伺いまして，

ドローン防除は課題はあるんですけれども，それなりにめどはついてきてるんではな

かろうかと感じております。スマート農業は別にドローンだけではありませんので，

ほかのスマート農業の導入について実証実験を行っていただきたいと思っておりま

す。 

 例えばなんですけれども，絵にいたしてます自動草刈り機とか自動運搬機，このよ

うなものの実証実験を行うような計画はありますでしょうか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） 勝浦町としてドローン防除以外に実証実験を行う計

画は，現在のところはありません。町単のメニュー等で一部補助対象の事業がありま

す。ＬＥＤとかアシストスーツ，ＩＣＴ等のメニューが考えられます。 

 県が進めているスマート農業については，営農講座で令和３年に除草ロボット，ア

シストスーツ，ドローン，農薬用無人車，導入例として２年に個人が導入で草刈りロ

ボット，神山町スダチ農園国庫補助，また法人でＩＣＴ気温，湿度等のセンサーの活
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用，ハウストマト，徳島アグリサイエンスゾーンなどで行っております。 

 県での実証実験はあくまで単発であり，導入は個人，法人による独自の取組であ

り，その後の普及についてに向けた取組には至っておりません。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） 以前，いろいろ紹介はしているということなんですけれど

も，また新しい技術が出てきてる部分もあると思いますので，できれば再度広く周知

して実証実験を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次なんですけれども，スマート農業を導入しての耕地面積のイメージとして資料を

出させていただいています。かんきつだけでなく農業分野全てにおいてなんですけれ

ども，高齢化，担い手不足っていうのがずっと言われております。 

 スマート農業を取り入れてこの２つの問題，高齢化に対してはもうしんどいし，辞

めてしまおうかっていう人に対して，ちょっとでも楽な作業ができるようになれば継

続維持が狙えると思いますし，担い手不足に関しては比較的若手農家１人でやれる耕

地面積っていうものが拡大すれば，これが耕地面積維持となり，勝浦町においてはみ

かん農業の産地の維持というものにつながるのではなかろうかと思っております。 

 栽培に関してスマート農業っていうのは必ずしも必須ではないとは思っております

が，産地としての耕地面積維持には欠かせないものであると思っております。各農家

が導入を検討していくのか，行政が先頭に立って導入を促していくのか，ここについ

て町長にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 議員おっしゃるのは，スマート農業の積極的な推進をという

ような意味合いと思います。 

 議員がお示ししてあるとおり，高齢化また担い手不足っていうのは農家の，勝浦町

にとっても喫緊の課題かなっていうふうに思っております。 

 そのために，なかなか人材というのがそろわない昨今を考えれば，もちろんＡＩで

あるとかドローンみたいな，こういったものを利用して少しでも農家の省力化が図れ

るというのであれば，町としてはみかんについては基幹産業で，農家にとっては主力

的な作物として進めているという経過もありますので，勝浦町にとっても基幹産業の

農業のいわゆる主力作物，基幹作物というようなものであるという認識から，積極的
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にＡＩ，またスマート農業，そういったものについては進めていきたい。 

 まず，おっしゃるように夏場の防除作業，また除草作業，そういったものについて

の活用ができないかというのは，町もそこらもほかの機関も一緒になってやっていか

なければなかなかできないんですが，町も積極的にその中に参画していきたいという

ふうに思っておりますので，ご理解，また一緒になってご指導をお願いできたらとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 内谷議員。 

○１番（内谷安宏君） 非常に前向きなご回答ありがとうございました。 

 勝浦町はどんどん人口減少していっておりますが，先輩方が大事にしてきたみかん

産業を守っていきたいと思っておりますので，今後よろしくお願いいたします。 

 以上で内谷からの一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松田貴志君） 以上で１番内谷安宏議員の一般質問は終了いたしました。 

 議事の都合により，休憩とします。 

            午前10時51分 休憩 

            午前11時00分 再開 

○議長（松田貴志君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ２番福井裕美議員の一般質問を許可します。 

 福井議員。 

○２番（福井裕美君） 議長の許可をいただきましたので，２番議員福井裕美の一般

質問を始めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 通告書に従って質問をさせていただきます。 

 まず，１つ目の恐竜についてです。 

 勝浦町の文化，教育増進のため，恐竜を生かしたまちづくりをということで質問を

してまいります。 

 このパワポの写真は，荻野参与が作った世界最古の亀の化石です。右側が，井戸端

塾さんでワニの模型を作ってるとこです。 

 １つ目です。もう前々から問題になってる化石の盗掘です。 

 町の財産である化石を盗難から守る対策というのは，何かされてますか。本当にも



- 24 - 

ったいないです。世界最古のレベルのスッポンの仲間の化石が見つかりましたし，町

の財産は県の財産でもありますし，もう世界中の財産となりますので，その辺の対策

はどんな感じでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（松田貴志君） 石木教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 現在行っております化石の盗掘防止対策でご

ざいますが，発掘現場付近に監視カメラを設置するとともに，年間を通じて随時パト

ロールを行っております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） 防犯カメラは聞いたことがあるんですけれども，防犯カメラ

の向きが立川へ行って帰るときに気がつくというのが残念だなと思います。そのあた

り，カメラの向きとかの改善は考えていただけませんか。ぜひお願いしたいと思いま

す。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） カメラの向きということで，そこらは専門的

な知識を持たれる方も含めまして調査研究ということでさせていただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） お願いいたします。 

 個人的な提案ですけれども，立川に行く橋のたもとに威嚇的にこれより監査カメラ

設置とかというのをしていただくと，守れるのではないかと思います。 

 そして，荻野参与のレポートも私は読みました。化石の保護条例の制定の提案をと

ありましたが，それはどうなっておりますか。お願いします。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 条例に関してですが，現在，発掘現場を非公

開ということにしております。仮に条例の制定ということになりますと，こういった

点も含めまして検討が必要であろうというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） では，ぜひお願いしたいと思います。 

 条例はいつぐらいになりますでしょうか。お願いします。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） この場では具体的にいつとは申せませんが，

取りあえず確認はしてみたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） では，早めの条例制定をお願いしたいと思います。 

 では，２つ目です。来年度以降の恐竜事業を継続していくための体制はどうなって

いるでしょうか。お答えください。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 現在，本町における恐竜関係の事業の推進に

つきましては，教育委員会では担当職員と参与及び地域おこし協力隊員が中心となり

まして，ふるさと学習などの主に学術的な部分を，また企画交流課が主に観光，まち

おこしの部分を担いながら，数年前にもありましたが，タスクフォースという格好で

場合によっては全町的な取組ということで行っております。 

 このうち，教育委員会に配置されております参与につきましては，来年の２月末ま

での任用となっており，令和６年度につきましては教育委員会の担当職員と地域おこ

し協力隊員及び企画交流課，また全町的な取組ということでの体制，そちらのほうを

考えております。 

 教育委員会で申しますと，人数的には令和３，４年度の状態に戻るということにな

っておりますが，この間，議会のご理解もいただきまして，恐竜の事業のほうが一定

の成果は上げられているものということで，そういったところでの方針ということに

なっております。 

 なお，教育委員会の地域おこし協力隊員につきましては，令和５年６月１日付で関

係業務の委託契約を締結しております。現在は，参与とともに関係業務を遂行するこ

ともあり，本町の状況を含めた業務への理解を深めているところでございます。 

 また，今，令和６年度の当初予算の編成作業を行っております。恐竜関係の予算を
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決めていく中で協議を十分に行い，引継ぎをしっかり行いながらも新たな視点での取

組，こういったところも検討してみたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） なるほど，ありがとうございます。大変期待しております。 

 ふるさと教育として，今後も恐竜のことを学校関係で続けていっていただきたいと

思います。ふるさと教育と，そしてよく言われるのが勝浦町のＰＲになりますので，

知名度が上がると思いますので，そしたら勝浦に足を運んでいただけるきっかけにも

なりますので，ぜひ続けていただきたいと思います。お願いいたします。 

 荻野参与が来年の２月末までということで，参与の手がけた事業，私もレポートを

読ませていただきました。井戸端塾さんと子供が乗って写真を撮れるような恐竜の模

型をこつこつと作ってくださったり，頑張ってくださっております。私も，小学校の

授業とか遠足とかにこの頃行かせてもろて，見させていただいております。町民の方

も，荻野さんがどういうことをされたっていうのを知らない方が多いと思うので，も

っと知ってもらいたいというのも私は思いました。勉強すればするほど，とても恐竜

のことも楽しくなってきまして，なのでもっと知ってほしいなと思ったんです。 

 そして，石木事務局長がお答えくださったように，今後も期待しております。発掘

体験に来られた方のアンケートの結果にも，もっと恐竜に力を入れてはどうかという

声もありました。荻野さんのレポートを読みますと，町内外のほかのコンテンツとの

組合せということで，博物館で恐竜の模型を見た，じゃあそのついでに勝浦で発掘体

験をという感じの流れ，それもなるほどなと思ったんです。そういう利用の仕方と，

それも課題であると思いますし，あと専門知識を持つ人を育成していくということも

大事です。 

 ３つ目が，今，井戸端塾さんがお手伝いをされてますけども，そういうお手伝いを

してくれる人も確保が必要であると思います。これ提案です。そのために，恐竜課と

いう新しい課をつくってはいかがでしょうか。では，野上町長にお願いいたします。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 議員ご質問の恐竜を生かしたまちづくりということで，また

恐竜のことに対してのいわゆる主導であるとか，また中心となってやっていただけ
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る，今まで荻野参与が中心となってやっていただきました。これも任期がございます

ので，その後をできたら引き継いでもらいたいという思いで地域おこし協力隊これも

同じようにそういった古生代の生物を研究されてきた大学院を出られた方ということ

で，ちょうどそれなりの人物が引継ぎをしてくれるということで，今そういった引継

ぎ期間ということで２人でやっていっていただける。荻野参与がやってきた事業につ

いても，そこを引き継いでいただけるものというふうに思っております。 

 教育委員会では，担当者も置きということで進めておりますが，町の限られた人

員，職員の中で新たに機構改革等をしまして小さいセクションの課をつくるというの

はなかなか今は難しいのかなというふうに考えております。教育委員会での担当者と

地域おこし協力隊，またまちおこしのことに関しては企画交流課なりでやっている特

産品づくりとかそういったものの中で，恐竜にちなんだような製品作りっていうんが

できんかというようにも考えております。 

 そして，今回の質問の中でもありましたが，新たな公園整備というのを打ち出して

おりますが，こういった中で何か恐竜にちなんだものというようなものも考えていき

たいと思っておりますので，またそのときにはご協力，またご指導等をお願いできた

らと思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） お答えいただきありがとうございます。 

 ぜひ，企画交流課さんと教育委員会とまたいでこの事業を続けていっていただきた

いと思います。文化と教育増進のための恐竜を生かしたまちづくりということで，も

うぜひお願いしたいと思います。 

 それでは，次の２つ目の質問に参ります。 

 移住希望者の受入れ体制はということでお尋ねします。 

 勝浦町も，例に漏れず人口が減っております。年間100人減りますとっていうのを

考えますと，10年後を考えますと1,000人減るということです。1,000人，人が減ると

いうことは，私たちの生活はどうなるでしょうか。人が足りない，人員不足から来る

ことを想像しますと，本当に恐ろしいです。様々な理由はあると思いますが，よその

人が入ってくるのが嫌とかそういうのがあると思いますけれども，外から人を入れな
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んだら私はあかんと思うんです。町は，皆さんは人を増やすことについてどのような

お考えを持っているのかなというんを聞きたいなと思っております。 

 質問に参ります。 

 １つ目，移住者支援と空き家バンクの現在の取組状況はどうなってますか。お答え

ください。 

○議長（松田貴志君） 寺尾企画交流課長。 

○企画交流課長（寺尾由美君） 現在の移住者支援と空き家バンクの取組状況でござ

います。 

 まず，移住者の件ですが，町のほうでは移住相談，それから空き家バンクの紹介業

務のほうを行っておりまして，受付窓口としましては企画交流課とレヴィタかつうら

内で活性化協会の職員どちらもが対応しております。レヴィタでは，土日での対応も

可能となっております。 

 移住希望者や空き家の活用の希望者からの申請がありました場合，申請書のほうを

記載いただきまして，移住の理由であったり町内での居住エリアの希望，それから希

望する空き家の規模，予算など詳細な聞き取りを行って，遠方からの場合は坂本家を

紹介し，お試し移住を体験していただき，近隣の市町村も含めて幅広く検討をしても

らっております。 

 また，空き家バンクの取組でございますが，空き家の提供側から申出があった場合

に，建物の現状や間取りなど詳細な内容を聞き取り，それから建築士による空き家耐

震診断を行いまして，空き家カルテの作成を行っております。このカルテをもちまし

て，空き家の紹介をする際の参考資料としております。受付内容は，活性化協会とも

情報共有して，希望に添う物件がある場合，随時紹介を行うこととなっております。 

 現在の空き家バンクの現状ですが，昨年度末で累計54件の登録で，うち９件が売却

済み，26件が現在貸出し中とはなっております。残りの物件につきましては，平成

27年度当初から掘り起こしてきたもので，10年近く経過しておることから紹介可能な

物件が少ない状況ではあります。状態の悪い空き家とか，立地場所が悪いというもの

もありますので，現在はそのあたりの見直しを行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 



- 29 - 

○２番（福井裕美君） お答えいただきありがとうございます。 

 引き続き，提供者の方を募って頑張っていただきたいところです。 

 私は，近隣の町村の移住者支援について見てきたり，話を聞いてきたりもしたんで

す。タイミングよくスムーズに決まったというケースもあって，移住してスダチ農家

をやってるっていう方もおりました。すぐに移住希望者の人にこういう物件っていう

ふうに言えてあげれたら早いんですけれども，何がネックになっていると思われます

か。スムーズに紹介できるために何が必要だと思われますか。お考えをお願いしま

す。 

○議長（松田貴志君） 寺尾課長。 

○企画交流課長（寺尾由美君） 物件をすぐに提示するということでございますが，

空き家につきましてはこれまで取り組んできた中で感じたことですが，外観とかは新

しく見えましても，大雨などで雨漏りがある，また構造上の欠点もはらんでいると

か，空き家がすぐに使える状態かっていうところは大きな問題があると思います。 

 空き家を紹介するに当たりましては，あんまり短期間で決めてしまうっていうこと

は避けるようにというようなアドバイスを行っております。先ほど申し上げましたよ

うに，何か大きな地震とかがあったときにもし倒れたりとか，そういったこともあり

ますので，今現在はなるべく最近空き家になったような優良な空き家の掘り起こしを

行う方向で進めております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） ありがとうございます。 

 人口が減っていく中，移住希望者の方の受入れ体制を整えていただいて，住民の協

力も得られるようにと私は個人的に思っております。 

 ３つ目です。物件を提供する側がネックになっていることとしてよく聞くのが，家

の中が片づいてない，物をのけないかん，ごみを放らないかんっていうことです。掃

除とか処分が大変でという声も聞きます。 

 そこで，提案なのですが，空き家を提供することが決まった人に対して，家の中の

片づけ補助金制度を設けてはどうかと思います。ほかの市町村で実施しているところ

もあったので，どうでしょうか。では，町長，お願いいたします。 
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○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 空き家がなかなか利用されないというような，あるいは貸出

しをためらわれるというような中で，それまでの例えば高齢の父母が亡くなったおう

ちで家財道具がようけあるということで，すぐに貸出しはなかなかできないといった

ような声は前から聞かれます。 

 ただ，そういったこともあり，空き家の改修の補助金を支出しているわけですが，

これに対しても片づけ費用もその補助の中でやってもいいというようなところもあり

ますので，そういった中で活用していただきたいというふうに思います。 

 それから，今まだいつまで続けるかっていうんは課題なんですが，粗大ごみ等のい

わゆる引受けは今，勝浦町無料でやっておりますので，そういったものも利用してい

ただけたらっていうふうに思いますので，そのあたりでご理解願えたらと思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） お答えいただきありがとうございます。 

 各種補助金制度に，粗大ごみの町がやってるそういうのを活用してというのもよく

分かりました。 

 いろいろ貸出しについてためらわれるという，そういうんも分かるんですけれど

も，それを乗り越えないと人はどんどん出ていくし，それについて行政側はどのよう

に思われてますか。それを乗り越えないと人が減っていくのは止められないですし，

入ってきてもらわないとあれなんで。相談が２件私のとこに来てるんですけれども，

ぜひほかの隣町とかやなくて，勝浦に絶対住んでほしいんです。その体制をすぐにし

てほしいんです。私からもアプローチはしてみますけれどもということでお願いし

て，次の質問に参ります。 

 ３つ目です。勝浦病院入院患者の口腔管理についてお尋ねします。 

 先日は，グランドオープンおめでとうございました。関係者の皆様，ありがとうご

ざいました。 

 グランドオープンで，勝浦病院の病院祭りがとてもよかったという声も聞きまし

た。勝浦病院を利用してもらうのに，ああいう勝浦病院祭りを時々やったらいいのに

なというお声も聞きましたので，いろいろ準備など大変と思いますけれども，一応こ
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ういう意見があったということでお話しさせてもらいます。 

 では，１つ目です。コロナ明けの現在の入院患者の口腔ケアや管理の取組はどうな

られてますか。 

 私も訪問歯科をしておりますが，コロナ中は，すいません，先生休んでくださいと

いうことで，半年とか訪問診療に行けんかったんです。その間で，何か月かぶりに患

者さんに会いますと，人との接点を絶たれてしまったために認知症が進んでしまった

り，口腔内が崩壊していたり，どんどん衰えていくのが目に見えました。なので，や

っと５類になって，やっと外部との接点ができるようになったので，これは人との交

わりがあるっていうのはほんまにええことやなというんは思います。 

 ということで，病院事務局長，お答えいただけますか。お願いします。 

○議長（松田貴志君） 笠木勝浦病院事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） 勝浦病院での今のコロナ明けでの口腔ケアをど

ういうふうにしているのかというご質問でよろしいですか。 

 勝浦病院では，入院患者様に対しまして日常的な口腔ケアにつきましては実施をし

ております。特に，寝たきりの患者様については注意をしておるんですけれども，開

口が難しい患者様などもおりまして，大変苦労しているというふうな現場の声を聞い

ております。入院患者のお口の中のトラブルを見逃してないのかなっていうふうなの

につきましては，全てを見逃してないっていうふうな答えはなかなかできないんだろ

うなっていうふうに思います。病院職員でできることというのは，いわゆるセルフケ

アなのかなというふうに感じております。歯科医師や歯科衛生士によるケアが必要な

患者様はいるだろうということでございます。 

 勝浦病院では，入院する患者様のうち往診希望のある患者様につきましては，かか

りつけの歯医者さんがある患者さんにつきましてはかかりつけの歯科医師の方，それ

からあと町内の歯科医院様にお願いして往診をしてもらっております。患者様の中に

は，一部介助が必要な方もおいでますので，往診時には当院の看護師が介助をすると

いうふうな口腔ケアを行っているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） お答えありがとうございます。 



- 32 - 

 では，ぜひずっと続けていっていただきたいと思います。 

 通告書に出してないので，２つ目が医科歯科連携の提案です。 

 医師も口を見て，歯科治療が必要な患者さんを歯科に紹介することができます。も

し，取り組まれていたらすいませんなんですけれども，お医者さんも口の中をアーン

してっていう，そういう診察をされてるんですけども，ここオーラルフレイルってあ

るんですけども，口が動きにくい方だったらたくさん食べかすとかの物が残っており

ます。そういうのを見れると思うんですけれども，歯科治療が必要な患者さんがいた

ら，医科から歯科に紹介ができるんです。取り組まれてたらすいません。でも，これ

取ってほしいんです。 

 こういうのをホームページから取ってきました。この下のとこです。診療情報提供

文書の発行に伴う診療報酬の点数とあります。では，ちょっと読みます。 

 診療情報提供文書の発行に伴う診療報酬の点数は，以下のとおり紹介状と照会状で

異なることに加え，ファクスやｅメールでの情報提供は算定不可となりますのでとあ

ります。太い字で紹介状ってあります。診療情報提供料Ⅰ，250点。他の医師，歯科

医師に対して患者の検査，診断，治療をお願いする依頼状で，月に１回の算定が可能

であると。こういうのをぜひ利用していただいて，医科歯科連携，お医者さんは口の

中を診ませんけども，我々もそうですけど，医科歯科連携で歯科診療が必要そうな人

に言っていただけますと住民の健康増進にもなりますので，ぜひぜひこういうのがあ

るので活用していただきたいと思います。 

 その下の照会状です。これが120点。これが３か月に１回の算定が可能であると書

いてます。原則として回答を求める文書のため，どのような内容を紹介，質問したい

かを明確かつ具体的に記載をする必要がありますと。ほういうんがありますので，ぜ

ひ使っていただいて，すいません，お手元の診療情報提供書，これ三重県の医師会の

ホームページから引っ張ってきたあれなんですけれども，こんなひな形がありますの

で，患者氏名，患者住所，紹介目的っていうのがありますので，全身によってお口の

状態も変わってきますので，こういうんも見ていただけると住民の皆さんの健康増進

にお役立ちになると思います。 

 そして，この点数もみんなが取らないと，厚生労働省が点数を消してしまうんで

す。なんで，ぜひ医科歯科連携を提案いたします。いかが思われますか。お願いいた
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します。 

○議長（松田貴志君） 笠木事務局長。 

○勝浦病院事務局長（笠木義弘君） 情報ありがとうございます。 

 当院に持ち帰りまして，医事のほうをしっかり研究しまして，患者様のためになる

というところでありましたら，診療情報の提供につきまして検討していきたいという

ふうに考えます。情報ありがとうございました。 

○議長（松田貴志君） 福井議員。 

○２番（福井裕美君） ありがとうございます。 

 ぜひ，医科歯科連携で住民の健康を守るのをしていただきたいと思います。 

 では，以上をもちまして２番議員福井裕美の一般質問を終了いたします。 

○議長（松田貴志君） 以上で２番福井裕美議員の一般質問は終了いたしました。 

 議事の都合により，休憩とします。 

            午前11時32分 休憩 

            午後１時28分 再開 

○議長（松田貴志君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ５番花房勝一議員の一般質問を許可します。 

 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 議長の許可をいただきましたので，５番議員花房勝一，みか

ん会議での一般質問を始めさせていただきます。 

 今回，初めての最終での質問ということになりますので，何点か重なる点も若干あ

りますが，省略できるところは省略させてもらいながら，また重要な部分については

再度質問をさせていただくところもあると思いますが，よろしくお願いいたします。 

 まず，１点目ということで，スポーツ振興についてでございます。 

 この質問は，実は１年前にも同じような質問を私させてもらっておりますが，また

それの続きということになります。 

 金曜日の一般質問で，実は４番議員さんの質問で町長の答弁にもありました町の課

題の３つのうちの一つ，地域コミュニティーの崩壊や地区の役員さんの成り手不足に

対しての解消に向けての一つの施策になると私は思っておりますので，しっかり答弁

していただきたいと思っております。 
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 今年，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓさんにお願いし，協力をいただき，ソフトボール大会を

実施させてもらいました。 

 これが案内の模様です。合計５チームの参加で，総当たり戦を行い，10試合を実施

しました。 

 ５チームの内訳でございますが，横瀬地区の集まりのチーム，また西岡地区を中心

としたチーム，それで私の出身の生名地区のチーム，そしてまた役場の若手職員でつ

くっていただいたチーム，それと30歳ぐらいのほぼ若い同級生で集まってつくってい

たチームでございました。各チーム約15名程度いましたので，総勢75名程度の人が集

まったと思われます。また，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓさんの集計によりますと，延べ

263名の参加であったそうです。 

 この辺がそのときの試合の様子でございます。時には真剣勝負もあり，またたくさ

んの笑いもあり，大変盛況で，私個人の感想では大成功であったと思っています。役

場の若手さんのチームもつくって主導してくれており，私，生名チームとしてはそこ

だけには負けたくなかったんですけど，残念ながら負けてしまいました。 

 そこで，最初の質問です。 

 教育委員会としては，このソフトボール大会をどのように評価されておりますか。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 今回，開催しましたソフトボール大会の参加

チームでありますとか人数は，今，議員お示しいただいたとおりでございます。 

 大会には，親子や友人が誘い合うなどの形でご参加をいただき，皆様の笑顔があふ

れ，お互いの親睦が深まり，その後の交流の機会にもつながったというお話もお聞き

しています。 

 そういったことを踏まえますと，今回のソフトボール大会の開催につきましては，

教育委員会が総合計画において目指しております健康づくりや地域間の連携強化を目

的としたコミュニティースポーツの推進という面において一定の成果を残せたのでは

ないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 総合計画の面まで答弁いただきありがとうございます。これ
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後で出そうと思ったんですけど。 

 このソフトボール大会のメリットを私なりに考えてみました。日頃，スポーツをで

きていない人が体を動かし，健康になれる。また，いろんな年代，世代の人が集まる

ので，新たなコミュニティーの場となり，久しぶりに再会したりして出会いの場とな

る。また，段取りする人は大変であるが，社会勉強の一つになる。今回は女性の出場

はなかったんですが，過去には女性の方がチームをつくっていただきソフトボールに

も出てもらっていたこともあります。また，競技の種類によっては男女の出会いにも

なる。また，町内で慰労会をすることによって町内のお店が潤うといった，私の私見

ですけどよいことばかりであると考えます。 

 そこで質問ですが，１年前にもこういうスポーツ大会の復活ということで質問をさ

せてもらいました。実際，ソフトボール大会をしていただき，今回出場してくれたチ

ームにもアンケートを取った結果では，また来年も開催してほしいという声がほとん

どでした。ということですが，私個人としては来年度はもう一つステップアップをし

て，違う競技の大会をやりたいと思っておりますが，実現は可能でしょうか。お願い

します。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 今回，ソフトボール大会ということで久々に

こういった形で開催させていただきました。 

 今回の開催に際しましては，これ体協がされてたとこから大分間が開いてるという

ことで，ボールやバット等の必要物品，まずそこから調達になりました。そのような

こともありまして，仮にほかの種目となった場合は当然そのような準備が必要になっ

てくるものと，まずそういったところまで１つの関門かなと思っております。 

 また，大会終了後，こちらの道具とかをどういったところに保管していくか，こう

いった保管場所の心配ということもしなければいけないと思います。そういった点も

含めまして，他の種目となりますといろいろ課題といいますか，確認すべき点はある

かと思っておりますので，検討が必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 道具の問題，新しい物を購入せないかんとか，管理とかとい
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う問題は確かにあると思いますが，今ある物でもやろうと思ったらできるもんもある

と思いますので，またそこら辺も競技，内容によってはできるのでないかなと私は思

いますので，またいろいろと考えていただきたいと思います。さっき検討って言われ

たんで，お願いしたいと思います。 

 次に，ちょっと質問の角度を変えますが，過去には県の主催で，この流れが合うと

うかどうかっちゅうのは私は分からないんですが，スポーツレクリエーション大会っ

ていうんがあったと記憶しております。私の知ってる限りでは，野球，ソフトは間違

いなくやっていただいておった。その当時は，町内予選を行い，勝浦町で１位になっ

たチームが上勝町と代表権をかけて試合をして，また上勝町に勝てばいわゆる県大会

本選に出場するということがあって，これに出るために各地域で地区のチームがわざ

わざユニホームを作ったり，練習をしたり，かなり力が入っていて，何度か私のチー

ムも県大会に野球，ソフト両方で出場した記憶がございますが，この大会っちゅうの

はどのようになってますか。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 教育委員会のほうで県の担当課に確認等も踏

まえまして確認してみました。全国スポーツレクリエーション祭，こちらになるかと

思います。私も以前に担当してたことがありましたので記憶もありますが，大会の進

め方についてはおっしゃるとおり，町の代表，そして郡の代表，最終県大会，この県

大会で勝ったら全国大会でなかったかなと思っております。 

 この大会ですが，今把握してるのでは2011年，平成23年の開催が最後というところ

で確認をしております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） これ通告に入れたかったんですけど，その情報を知らなかっ

たんですけど，2011年を最後に開催してやめられた理由，この次の質問になるんです

けど，再開を要望するようなことはできないのか，お願いいたします。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 理由は確定的なことは言えないんですが，も

しかしたら参加者の減少とかも原因として考えられるかなと。ただ，これ確定的じゃ
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ないということでご理解いただければと思います。 

 今回，こういった形で県の担当課，未来創生文化部のスポーツ振興課，具体的には

そこが窓口になってるんですが，いろいろ相談しておりますので，場合によってはほ

ういうお声もあるということで相談はしてみたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） やめられた理由が分からないので一概には言えませんが，こ

のような時代，こういう遊びにはなりますが，ここら辺もまた復活していただいて，

町を元気にするための一つのアイテムとなると思いますので，私もまた未来創生文化

部っていうのを調べてみて，問合せができるんなら調べてみたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

 先ほど答弁いただいたんですが，第６次総合計画の中で文化，芸術，スポーツの振

興，その③のスポーツを通じた健康づくり及びスポーツの振興とありますが，ここに

あるように少し読ませていただきますと，健康づくりや地域間連携強化を目的とした

コミュニティースポーツ，また競技スポーツの技術向上及び競技人口の拡大を推進し

ますということであります。成果目標っていうのは，これ具体的に総合計画の中の一

つの事項になるんですけど，この辺の取組，昨年も一応聞きました。今回，ソフトボ

ール大会が一つ入ってくるんですけど，これからについてどのように考えておられま

すか。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 昨年の答弁とかぶるとこがあると思います

が，ご了承ください。 

 教育委員会が取り組んでおりますスポーツの振興ということとなりますと，Ｋ－Ｆ

ｒｉｅｎｄｓの委託事業として開催しておりますみんなの運動会やカローリング大会

等の各種大会の開催，スポーツ推進委員との情報交換等によるスポーツ振興策の調査

研究と，またスポーツ少年団，中学校部活動への支援などが上げられます。 

 これらの成果の検証となりますとなかなか難しい面があると思いますが，例えば去

年，今年の中学校の野球部や女子バレーボール部，またスポーツ少年団女子バレーの

生比奈クラブの活躍は，選手の皆様の日頃のご努力や関係者の皆様のご尽力のたまも
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のであることはもちろんでございますが，教育委員会が取り組んだスポーツの振興

策，こちらのほうにつきましても成績に結びついたのではないかと考えております。 

 スポーツ振興につきましては，議員もご理解いただけたかなと思いますが，成果が

見える形となるものになるのに時間がかなりかかると思いますが，今後とも地道な取

組になるかも分かりませんが，スポーツ振興策にしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） まさに，スポーツ振興の取組で中学校の部活が強くなったと

いうこともあるのかなと私も思っております。また，今まで以上に頑張っていただき

たいと思います。 

 今回，10月に行われたみんなの運動会も，参加者もすごい若い世代も多く，成功し

たのではないかと思っておりますが，Ｋ－Ｆｒｉｅｎｄｓさんの裏では段取りに大変

苦労した，参加者を多く募る部分について非常に苦労されたということを聞いており

ます。そのようなことも踏まえて考えますと，体育協会今は正式にはスポーツ協会と

言うらしいんですけど，名前だけ残っておるような状況でございますがを復活して，

どのような形になるかっていうのは全然まだ頭の中にないんですけど，何らかしらの

形で活動ができるようになれば，いろんな意味で勝浦町が元気になると思っていま

す。前回も言いました。私も協力させてもらい，考えて行動していきたいと思ってい

ますが，これ非常に難しい質問となりますが，どうすれば復活できると考えますか。 

○議長（松田貴志君） 石木事務局長。 

○教育委員会事務局長（石木正昭君） 改めてとなりますが，本町ではかつて野球や

バレーボール，バスケットボールなどの各種目の大会が，体育協会の地区の役員の皆

様などのご協力のおかげもあり，地区対抗という形で毎年活発に開催をされておりま

した経過があります。それによりまして，地域コミュニティーの醸成に結びついてい

たものと考えております。 

 こうした歴史もありますので，体育協会を通じたスポーツ活動に親しみを感じる町

民の方が一定層おいでるということも考えられ，こうした方々のスポーツ活動のきっ

かけづくりという点においても体育協会は非常に大事なんじゃないかと考えておりま
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す。 

 復活に関しましてはお時間をいただいておりますが，引き続き体育協会のご意見を

お聞きして，その内容により関係者の協議と取るべき対策，こういったところの対応

を積み重ねていくとともに，また町の方針としまして，現在あります総合型スポーツ

クラブ，そして体育協会，それぞれの組織の役割というもの，そういったところも教

育委員会としてまた方針を明確化していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 今，具体的な体育協会関係者の声を聞くと言っていただきま

した。これも，前回終わってから少しそういう話をさせていただきましたので，自分

もその中に入って，会長も前におりますので話をして，何かしらプラスになる活動が

できないか，今の町の役に立つことができないか，また自分たちも楽しめることがで

きないかと考えていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 なぜ，私がこの件に関して何度もこの場で言わせてもらっているかといいますと，

最初も言いましたが，町長の３つの問題点の中の一つ，少子・高齢化による地域コミ

ュニティーの崩壊，またそのことを少しでも食い止めるには若い人たちが住んで楽し

い町であると思われるようにならなければならないと考えています。それの一つのき

っかけとなるスポーツの力っていうのは，特に若い人においては一番と考えていま

す。最終的には，行政の協力や指導が必要となってくると思っていますが，最後に町

長にこの辺に対しての意見をお願いできたらと思います。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） スポーツ振興に対する私の思い，意見というようなことでご

ざいます。 

 今は，そういったスポーツっていうのから遠ざかってはいるんですが，自分も若い

頃にはそればっかりに打ち込んだ時代もあり，そのとき共にした仲間や同級生とは，

今も遠く離れても親交があるというようなことでございます。 

 スポーツから生み出される感動や感激，また連帯意識や和気あいあいとした共感と

いったものは，する側であっても，また見る側であっても伝わってきやすいものとい

うふうに私も思っております。こういった意味では，スポーツ振興はコミュニケーシ
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ョンや交流，それから親近感を醸成するような大きな分野，フィールドでないかとい

うふうにも思います。議員がおっしゃる私が答弁しておるコミュニティーなどのまち

づくりを生かしていくことは，このスポーツ振興は非常に効果的な分野でなかろうか

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 前向きな意見をいただきましてありがとうございます。 

 先ほども申しましたが，私もまた町民の意見を聞きながら，さっきも石木事務局長

が言われた関係者の声を聞くというのをまず早くいい段階でして，何かしらできるよ

うに頑張っていきたいと思いますので，またこれ以降よろしくお願いいたします。 

 そしたら，２番目の質問に移ります。 

 スマート農業推進についてということで，この件は朝の１番議員とかぶってるとこ

ろもあり，本質の聞きたいところは聞きましたが，またちょっと違う部分について聞

かさせていただきます。 

 この新聞は，平石吉三郎さんといわれる愛媛県のドローンかんきつ防除をされてい

る方の新聞でございます。実は，先月の10月11日に生名地区の中山間集落の研修授業

といたしまして，この平石さんの農園に見学に行ってまいりました。私も呼んでいた

だきまして，一緒に勉強せんかということで，私は農業に関しては全く素人なんです

けど，いろんな意味で勉強したいなと思ってついていきました。 

 愛媛県宇和島市でかんきつ農家をされており，いち早くかんきつの消毒にドローン

を取り入れられた平石さんでございます。生名の農家さん約20名と一緒に行ってまい

りました。そして，ドローン防除の研修を受けました。 

 これがそのときの模様でございます。特にすごい違いを感じたのは，ちょっと後ろ

で見にくいんですけど，愛媛県の畑というのはすごい急斜であるんですけど，段々を

作ってないんです。斜めのところにそのまま植えてるような。だから，収穫も消毒も

すごいしにくいそうでございます。 

 この平石さんっちゅうのは現在74歳でございまして，若いときから空を飛ぶものが

好きで，29年前にはもうヘリで田んぼに農薬をまくことに挑戦されていたそうで，ド

ローンの機械も今のでこの機械が３台目だそうで，過去には墜落して壊れたものもあ
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るそうで，いろいろ失敗もしてきながらようやく実際の防除に使えるようになったそ

うです。 

 何か所か園地がございまして，一番急なところはもう道路もなくて，人間もモノレ

ールで行かなければならないような場所があるそうです。愛媛県にはそういうみかん

畑がたくさんあるそうです。今でも，そこに行くにはモノレールでドローンを運んで

防除作業をされているそうですが，車で行ける園地ですとエアコンの利いた車の中で

ドローンを操縦して消毒をしておられるそうで，大変楽であるということでした。 

 やり方を簡単に説明させていただきますと，朝も言われておりましたが，小さいド

ローンがこの軽トラの荷台に載っとんですけど，測量用のドローンで最初に測量をさ

れるそうです。これを飛ばして園地を測量し，そして傾斜や果樹の木の位置を記録す

るそうです。そのデータをプログラムして飛行ルートを読み込ませて，今度は農薬散

布用のドローンこの大きなドローンですを飛ばすそうです。農薬のタンクの容量は８

リットル，バッテリーが１つが約15分しかもたないので，今現在は６台使っておられ

るそうです。自分で操縦するのは，朝に農業振興課長も言われとったんですけど自動

でできるようなとこで，プログラムしたスタート地点まで自分で操縦して飛ばせれ

ば，プログラムされたルートをドローンが勝手に飛んで防除してくれるそうです。も

し，途中で農薬がなくなったり，バッテリーが切れそうになったとしても，途中で農

薬散布を中断して自動で帰ってくるそうで，帰ってきた後に農薬を補充したり，バッ

テリーの交換を済ませると，また中断しとったとこまで飛ばすとそこから自動運転で

再開するそうです。 

 また，昔のドローンとは違ってあらゆる安全装置がついているため，危険を察知す

るとその場で停止して止まっているらしく，安全性についてはかなり信頼できるそう

で，最初の測量については業者に依頼しているそうで若干の費用がかかるそうです

が，１度測量するとそのデータは最低５年は使えるということでした。 

 ここから質問になりますが，この辺が研修の写真ですが，この研修には農業振興課

の職員も一緒に参加されました。そのときの感想はどうであったか，農業振興課長，

お願いします。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） ドローンの視察に参加した感想はということで，中
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山間の生名集落の研修として，10月11日に愛媛県宇和島市のほうに視察をされた。そ

の内容ですが，個人でドローンを購入し，独自の手法，理論，経験則などにより運用

しており，飛行ルートの設定やドローンの操縦などをしており，個人としてスキルが

高いと感じました。導入から２年が経過しているが，今も試行錯誤を繰り返し，少し

ずつ改善，改修をしており，勉強熱心な農家であると感じました。 

 このような取組を参考に，できることは真似をし，町内に幅広く活用できるような

仕組みを検討したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 最後のとこも言うていただいたんですが，次の質問は午前中１番議員が聞きました

ので，はしょらせていただきます。 

 このときにも，研修でも何点かそのようなことは平石さんも言われとったんですけ

ど，ドローンの防除について教えていただきたいと思いますけど，ドローン防除のメ

リット・デメリットはどんなふうに考えておりますか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） ドローン防除のメリット・デメリットですが，メリ

ットにつきましては防除作業の省力化，全自動型ドローンで実施することにより作業

時間が短縮できる，また健康面でのリスクの軽減ということで，手で散布するより農

薬被曝のリスクを軽減し，特に夏場の熱中症リスクを回避できると考えております。 

 デメリットですが，導入，維持に経費が必要となり，本体などで200万円から300万

円，維持費などで20から40万円，講習費などで28万円などということで経費がかかり

ます。それと，申請や手続が必要ということで，飛行許可申請や飛行計画の登録が必

要となります。防除作業を委託した場合は追加経費が必要で，防除作業を外部に委託

した場合については農薬費のほかに作業委託費が必要となってくるとあります。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） いろいろと課題もあるが，メリットも大きいのかなと思いま

した。 

 導入の課題ってことで先ほども答弁いただいてますのでこれははしょりますが，一
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番は今回の研修に参加した生名の農家さんも，僕が聞いた感想ではかなりの興味があ

り，導入に前向きの意見が多かったと思っておりますが，農業振興課といたしまして

農家のニーズっていうのは調査しているのかどうか，そこら辺お願いできますか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） 農家のニーズですが，潜在的なニーズはあると思う

が，実際のニーズ調査は今は行っておりません。今後，コストの算定の段階になれば

ニーズ調査も必要になると考えております。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ぜひ，前向きに取り組んでいただいとることなんで，早めに

ニーズを。もしも，町のお金を使ってやったのに，ニーズがなければ問題があるのか

なと思いますので。ないことはないと思いますけど，どれぐらいの人がというのは調

べていただいたらなと思います。 

 ここら辺のややこしいことも今後のために聞いておきますが，ドローンの運転は免

許制度や登録制度はございますか。どうなっておりますか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） ＵＴＣ農業ドローン協会により認定された教習の受

講，技能試験を受講，またドローン登録システムへの機体の登録，航空法に基づく飛

行許可の承認手続のため国土交通省への事前の申請が必要，またドローン情報基盤シ

ステムへの飛行計画の登録が必要などとなっております。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ちょっと細かい，すいません。一回一回飛ばすのに申請が要

るっていうことなんですか。そういうことじゃないですか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 

○農業振興課長（上村和也君） 飛ばすたびっていうんじゃなしに，事前に登録が必

要に。１回ずつじゃないです。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） したら，購入に対しての国や県の補助金っていうのはあるん

でしょうか。 

○議長（松田貴志君） 上村課長。 
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○農業振興課長（上村和也君） 農水省のメニューで何点かありますので，一つの例

として産地生産基盤パワーアップ事業が農水省の事業にありまして。もう一つに，強

い農業づくり総合支援交付金，これも農水省。また，経済産業省の事業といたしまし

てものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金など，条件によりますがメニュ

ーはあると思います。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 農水省や経済産業省にいろいろあるようなんで，またそこら

辺も勉強して農家の方にお伝えできたらと思います。 

 最後に，本町の方針っていうのを聞こうと思っとったんですけど，それも午前中に

聞いていただきましたのではしょりますが，新しい取組でまたいろいろと課題も出て

くるとは思いますが，どんどん高齢化が進み，毎年多くの耕作放棄地が出てきており

ます。10番議員さんからも日本の農業が危ないという話もありました。午前中，町長

も言われておりましたが，本町の農業，農家を守るために何かしらの取組っていうこ

とでドローンっていうのは一つのすばらしい取組であると思っておりますので，しっ

かりと検証もしながら慎重になるとこは慎重になりながらですが，スピード感を持っ

てやっていっていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 ３つ目の質問に移ります。除草作業についてということで質問させていただきま

す。 

 町内の各道路，側道などにおいて，ここ数年，夏の猛暑や季節外れの大雨など，い

わゆる異常気象の影響ではあると思われますが，雑草が非常に早く成長しているよう

に感じています。農家の方に聞いてみても，畑の雑草を刈っても刈ってもすぐに生え

てしまい，大変であると言われております。 

 そのような中，町内でいろんなところに雑草が生い茂ってきて，交通の妨げになっ

たり，標識が見えなくなったりするところを多々見かけるようになりました。定期的

な除草作業もしていただいておりますが，県道，町道，私道，赤線，青線，河川の土

手などいろいろとございますが，道路内にはみ出てきている雑草の管理体制のルール

っちゅうのを教えていただきたいと思います。お願いします。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 道路等への雑草対策ということでお答えをしたいと思い
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ます。 

 まず，県道は県が業務委託をして，定期的な除草作業を実施されておると認識をし

ております。 

 町道につきましては，通学路のほか観光施設や他の自治体へ接続している場合等で

あって，周辺に民家が少なく，一斉清掃等による対応が困難な箇所につきましては町

が除草作業を実施しておるということでございます。具体的には，河川堤防上の町道

で通学路として指定している箇所等を除草してるということでございます。 

 それから，法定外公共物等につきましては，除草は町道では行っていないっていう

ことです。 

 私道については，もう当然所有者が管理するものというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 そしたら，先ほども答弁にあったと思いますが，確認ですけど，建設課の作業員の

作業内容っていうのを具体的にお願いします。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 作業内容でございますが，３名の会計年度任用職員が２

名から３名体制で作業を実施しております。 

 通学路等の草刈りや，側溝，路面の清掃のほか，路面等の補修を実施をしておりま

す。それから，観光資源に接続する幹線林道等の草刈りも実施しておるっていうとこ

ろです。 

 それから，道路パトロールも実施しておるわけですけれども，通常時と非常時，台

風の後等についてもパトロールを実施しておるというふうなことが主な業務となって

おります。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 大変暑い中，草刈りをされておる姿をよく見ます。頑張っておられると思います。

内容よく分かりました。 
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 先ほども言いましたが，雑草の生えるスピードっていうのが物すごく早くなってい

ると感じて，実際早くなっていると思います。そのような中，大変暑い中で作業をし

ていただいておりますが，すぐに生えてきてしまっていて，危険を感じる道路も見受

けるようになりましたが，このような対応，対策というのはどのように考えますか。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 勝浦川堤防上の勝中通学路町道でございますけれども，

５月から６月と８月の年２回程度の草刈り作業を今は実施をしておるということで

す。堤防の通学路については，交差点など雑草の成長により見通しが悪くなるようで

あれば，草刈りの時期や回数についても見直しを考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） そしたら，県道についても同じことが言えると思いますが，

これについては要望しかないのかなと思いますが，この写真は実は県道なんですが，

ここら辺はどのようにお考えですか。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 県道につきましては，県が現在は業者委託されておると

いうことで，住民からの情報も含めて成長が早い場所があるようでしたら，そのあた

りも含めて県のほうに要望として伝えていきたいと考えています。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 私の目から見ると危ない箇所が何か所かあると思いますの

で，また先ほども言いました作業員のパトロールさんにおかれましても，そこらもま

た見ていただいて要望をしていただけたらなと思っております。 

 また，次は違う質問になりますが，所有者不在というか，空き家の土地から雑木と

かそういうのが道路に出てきてしまっていて，本人がおらないところっていうのでど

うしようもないようなところが何か所か最近出てくるようになりましたが，こういう

場所についてのルールというのはどのようになっておりますか。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 公道に対して越境しておる，また空き家が通行に支障が

あるというような場合でございますが，道路法や空家対策推進に関する特別措置法に
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より，所有者へ行政指導を行うということでございます。行政指導を行う中で改善さ

れ，交通の支障がないように指導を行いたいと考えております。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 行政指導を行っても駄目なときっていうのもあると思うんで

すが，そこいらについてはいけます。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） まず，所有者への自発的な管理を促すことが重要である

と考えております。 

 ただ，すぐにそういうふうな改善が見られないっていった場合につきましては，各

区の理解と協力を得られれば，問題の早期解決につながるよう地域全体の取組として

地区と行政とで協力しながら改善に向けてやっていきたいと思っております。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 また，区長さんにも相談しながらということでよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 続きまして，防災対策についてということで質問させていただきます。 

 近年，日本全国各地で豪雨災害による被害が出ています。 

 これは，今年起きた各地の被害の状況の一部でございます。 

 本町においても，昨年度より多くの災害で崩れてるところが出ております。たくさ

んの工事が出ております。今月に入ってからも立川線立川が崩れ，現在も通行止めが

続いている状況であります。 

 この資料は，国土交通省のホームページより拝借してきた資料でありますが，令和

３年のこの左の上を見ていただきたいんですけど，土砂災害が令和３年の１年間で

972件ということなんですけど，令和５年度におきましては10月31日までに1,410件

と，まだ２か月を残しているにもかかわらず1.5倍となっております。 

 24日の10番議員さんの質問の資料にもありましたが，異常気象が通常気象になって

いるとのこと，まさにそのとおりであると私も思っております。 

 そこで，質問です。 

 このような大雨がきっかけとなり，谷や斜面にたまった土砂が雨による水と一緒に



- 48 - 

一気に流れ出しておる土石流災害で人家等に被害が想定される場合，どのような対策

が考えられますか。お願いします。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 土石流等の土砂災害から下流部に存在する人家や公共施

設を守ることを目的に砂防事業がございます。砂防堰堤などの砂防設備を整備するこ

とができると考えております。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 砂防堰堤ということでしたが，これは８月号の町の広報紙の記事でございます。町

が県営土木事業要望活動を行ったという記事でございます。 

 そして，この主な要望活動内容の中で，新ということで赤いラインを入れておりま

すが，生名谷川支流砂防事業とあります。この谷は，実は1950年のジェーン台風時に

土石流が発生し，何軒かの人家が被害に遭った谷でございます。 

 この写真は，実はある方に提供していただいたんですけど，その当時の土石流の写

真だそうでございます。これ生名東橋の辺りから上を向いて撮った。そのちょっと上

から下を向いて撮った写真ということで，今回頂きました。 

 この部分ですけど，これハザードマップから抜粋してきたこの辺りのことになりま

す。実は，ここ川がちょうど町道から山のほうに向いて上がっておるんですけど，間

で２つに分かれております。これ両方とも見ていただいたら，土砂災害特別警戒区

域，右側が急傾斜，左側が土石流となっております。全体も土砂災害警戒区域の土石

流ということで，この青い点線を見てみますと，レヴィタの辺りまで，コンビニ辺り

まで災害区域というのが指定されております。 

 実は，この２つに分かれた川なんですけども，片側の川，写真によると右側には砂

防堰堤がございます。左側には，実はございません。そこで，危険がまだ残っておる

と考えますが，県に対しての要望っていうのはどのようにされたのか，お願いいたし

ます。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 町におきましては，生名谷川支流砂防事業を現在実施中

の７つの山谷砂防事業の後継と考えており，県に対して事業化への町や地元の熱意を
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伝えてきております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 熱意を伝えていただいたっていうことで，ありがとうござい

ます。 

 そしたら，その要望に対しての県の回答はどのようなものでしたか。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 県からの回答でございますが，県からは保全対象に防災

拠点施設が含まれている場合，補助の採択要件を満足する可能性が高いと前向きな回

答を得ており，事業化されれば用地買収に対する町の協力を要請されておるというと

ころでございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） かなり前向きな回答であったのかなと思います。 

 それでは，最後になりますが，その後の進捗状況についてはどのように考えます

か。 

○議長（松田貴志君） 海川課長。 

○建設課長（海川好史君） 県におかれましては，近々基礎調査の見直しを予定され

ており，補助採択の見通しがつけば渓流調査を実施し，その後，全体計画を作成し，

国に対し新規事業化を求めるというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） かなり進捗しておるのかなと感じましたので，またこれから

もぜひ続けていただいて，見守っていっていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

 それでは，５つ目ということで，指定管理制度についてということで質問させてい

ただきます。 

 このたび，町内の指定管理の施設が来年度に３年目を迎え，それぞれが更新の時期

ということで，９月頃からホームページで募集がされておりました。 

 ３年前には，実は松田議長がこの場で指定管理の問題点について質問されておりま
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した。それを踏まえましての質問でございます。ここにノウハウ，メリットとかデメ

リットを書かせていただきましたが，このようなことを踏まえまして回答いただけた

らと思います。 

 まず最初に，統括される総務防災課長にお伺いいたします。 

 今回の募集について，今の世の中の状況なども考え，物価高騰対策や電気料金値上

げなどを配慮されたのか，３年前との変更点があったのか，どのように指示されたの

かお願いいたします。 

○議長（松田貴志君） 中瀬総務防災課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） 指定管理制度について，３年前との変更点について

のご質問であったかと思います。 

 こちらのほうは，指定管理の募集に伴いまして，事務の打合せ会議を開催させてい

ただいております。その中で，利用料金制を導入する施設があるということで，必要

な条例改正を行うというふうなところで伺っております。 

 それから，インボイスに対する対応，こちらのほうは本年10月からでございます

が，３年前にはなかったってことで，そういったことへの対応について協議をしたと

ころです。 

 それから，最低賃金についてでございます。 

 こちらのほうは，昨年の10月には上がったというような経緯がございます。それら

も踏まえまして，最低賃金の設定については法令のほうを遵守し，指定管理料につい

ては所要額を見積もるように事務の打合せをしたところです。案といたしましては，

会計年度任用職員の給料月額，時間外単価等を参考にして積算するようにお話をさせ

ていただいたところです。 

 それから，電気料金と公共料金との値上げについてでございますが，こちらのほう

も昨年度も上がったというような経緯がございます。それらも踏まえまして所要額に

ついて積算をし，計上限額を設定するようにお話をさせていただいたところではござ

います。こちらのほうでございますが，施設によって事情が異なりますので，電気料

金を指定管理料に含むもの，それから町が負担するものというところは施設によって

過去の状況も踏まえて指定管理に出しているものというふうには思っております。 

 大きなところでは以上でございますが，細かいところでは各施設で小さいところで
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３年前と変わった点はあるというふうなところで認識はしております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） インボイスでいろいろと考慮していただいておるということ

で，ありがとうございました。 

 第一読会でも少し聞きましたが，今議会の第４号議案を見ますと，道の駅ひなの里

かつうらがございません。応募がなかったっていうことでございますが，難しい質問

にはなると思いますが，この理由はなぜだと考えますか。これは企画交流課長，お願

いします。 

○議長（松田貴志君） 寺尾課長。 

○企画交流課長（寺尾由美君） 道の駅ひなの里かつうらに応募がなかった理由です

が，これまでと同様に公募による募集としましたが，結果として応募がございません

でした。 

 挙げられる理由としましては，応募予定でありました団体さんの組織体制等の問題

であったり，人員の確保であるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 組織体制とか人員という考えられることっていうことなんで

すけど，12月に再募集をされるということを聞いていますが，前回の募集されたこと

に対しての変更点などはあるのか。今回で条例の改正が出ておりますが，それも踏ま

えてになるのか，そこら辺の順序が違うのかなと思いますが，そこらをどのように考

えてますか。 

○議長（松田貴志君） 寺尾課長。 

○企画交流課長（寺尾由美君） 今回，募集がなかったことも踏まえており，施設の

管理業務の部分であったり，それから指定管理の積算の部分につきましても，もう少

し両面から検討を加えて現在見直しをしているところでございます。早い時期に再募

集をかけたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 
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○５番（花房勝一君） 昨年の１月に，まち未来づくり常任委員会がありまして，そ

のときにここら辺のあたりの説明がありました。道の駅について，この辺のエリアを

一体化した交流拠点とするという町の方針で話がありましたが，そこら辺を一体化す

るに対して同じ団体が管理するのかなと自分は思っておったんですが，そうではなか

った。それもいろいろあったのだと思いますけど，その点に関して町の方針が変わっ

たわけではないんですね。 

○議長（松田貴志君） 寺尾課長。 

○企画交流課長（寺尾由美君） 議員おっしゃるとおり，これまでの効率面それから

人員の面，自主財源とかの問題なども踏まえまして，道の駅の周辺を一体的に運営す

るという方針はこれまで同様に取り組んでいきたいと考えております。 

 今後も，一体的な運営ができるような組織体制とかの構築を目指して取り組んでま

いりますので，もう少しお時間をいただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 方針が変わっていないっていうことで安心しましたが，この

辺り一帯エリアは勝浦町の将来を担う大事なエリアでございます。先週末，昨日も含

めましてスポーツツーリズムでのウオーキングイベントやマルシェ，様々なイベント

が開催され，大変にぎわっておったと思います。 

 また，防災機能を有した公園の計画もスタートしているという，この前の答弁でも

ありました。また，これについての進捗状況は私も興味がありますので，次回の議会

で質問させてもらいたいと思っておりますが，本当に大事な拠点です。この拠点が一

体となっていろんなことに前向きに取り組んでもらうことによって勝浦町の明るい未

来が開けると確信しております。 

 12月に再募集をするということで，なるべく早く決めていただいて，方針が変わっ

てない中，各組織，団体の育成など，それぞれにやってもらう必要があると思ってい

ますが，ここら辺は指定管理，いろんな団体がおりますがそこら辺の関連も含めて，

今回流れたことも含めてですけど，町長の思いをお願いできたらと思います。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 指定管理のほかのことは別として，道の駅，またそのあたり



- 53 - 

の今回の私の思いとしたら，企画交流課長が申しておりました当初の方針は変わりま

せん。あの辺りの一帯をできたら統一して管理をしていただきたいという思いは継ぐ

ものでございます。 

 ただ，今はその体制等が十分でないというようなことから今回こういうふうなこと

になりましたが，今までの経過を見ますと，道の駅なりは上手にやれば利益も得られ

るような施設でございますので，そういったものもまた昨日行われた道の駅マルシェ

等で十分にぎわいの拠点となるっていうのが証明されているというふうに感じており

ますので，できる限りいい場所としてつくり上げていきたいと思っておりますので，

またぜひ皆さんのご指導なりご協力をお願いできたらと思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） この項目で最後になります。 

 これは，質問ではありません。要望と思って聞いていただけたらと思いますが，３

年ごとの指定管理の募集がされております。現在のところ，どの施設も応募は１つで

ございます。ここについては，こんな小さな町であるので私は仕方ない，これでもい

いのではないかとは思っていますが，今回においては応募のなかった施設もありまし

た。各施設とも町の大切な施設で，それぞれが目的を持って町民のためになるように

工夫して，よりよい施設の管理運営をしてもらい，また町からもしっかりそれに見合

う対価を出していき，そして働く人のやりがいも感じてもらえる，そういう場所にな

らなくてはいけないと思っています。 

 前回も，先ほど最初に言いましたが，松田議長も指摘されておりましたが，３年ご

とに募集することが分かっています。時期的にはどれぐらい前がいいのか分かりませ

んけど，半分終わったぐらいからしっかりと現在管理をしてもらっている団体と話合

いの場を持って問題点などの共有をしていき，町の方針もしっかり伝え，改善できる

とこは改善していくことが重要である。また，そういうことが一部の施設においては

私はできていないと感じています。管理する側もやりがいを感じて一生懸命やっても

らえるような工夫をしていただきたいと思っておりますので，この点についてはこれ

からも私はずっと注視していきたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げま

して，この質問は終わります。 
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 そうしますと，最後の質問です。 

 今回の質問の中で，私にとっていろんな意味で一番嫌な質問とはなりますが，ここ

で聞いておかなければ後々後悔するのではないかと思い，質問することにいたしまし

た。 

 一昨年より，国の地域防災マネジャー制度を使っていただいて来ておりました防災

監が，先月末で退職されました。私は，議員としてもですが，本団副団長としてのお

付き合いもさせてもらい，昨年やったと思うんですけど，坂本地区の山火事のときに

は防災監に大変力になっていただきまして，また年齢も近く，大変頼りになる防災の

スペシャリストであったと思っておりました。 

 就任直後に，私はこの場で質問をさせていただきまして，防災監の仕事ということ

で質問をさせていただいときに，総務防災課長の答弁がこのようなことでありまし

た。 

 私にとっては，消防団の訓練についてかなり大きな仕事をしていただいたと思って

おります。本来であれば，３年が任期であったと思っておりますので，あと一年残っ

ていた。逆に考えると，あと一年であった状況で辞められてしまった。 

 今後も，このような同じことが起きないようにするためにもあえて質問をさせても

らいますが，辞められた理由っていうのはどのように考えておられますか。総務防災

課長，お願いします。 

○議長（松田貴志君） 中瀬課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） 個人的なこともございますので詳しくは申し上げら

れませんが，本人でございますが勝浦町の防災を担い，町民の安心と安全を確固たる

ものとすることを役割として，意欲を持って業務に取り組んでおられました。 

 昨年末頃から体調不良になりまして，本年10月末，本人からの申出によりまして自

主退職をすることとなりました。 

 こちらのほうでございますが，自衛隊を退職されて，他の町村で防災マネジャーと

して活動をされている方でございますが，自衛隊徳島地方協力本部からのお話により

ますと，予算等の事務処理が負担になったのではないかなというふうには，そういっ

たお話も伺っております。そういったところでご答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 



- 55 - 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） なかなか慣れない仕事もあったのかなと思っておりますが，

ここで同じような待遇で，仕事の内容は違いますが，政策監に質問をさせてもらいま

す。 

 全然違う世界から来られて，期間も限定されておりますが，境遇はよく似ているの

かなと思われますので質問しますが，防災監がやられたことっていうのが一番気持ち

が分かるのかな。分からないかもしれませんけど，同じような環境でおられる本町の

居心地っていうのは，言える範囲でどうですか。 

○議長（松田貴志君） 佐藤政策監。 

○政策監（佐藤健司君） この４月から政策監としてお世話になっているところでご

ざいまして，居心地というふうな話をいただきましたが，勝浦町に来させていただい

てる私の意見をお話しさせていただきますと，非常に温かく受け入れていただいて，

お声がけもいただいて，この間運動会にも参加させていただきましたけれども，ＮＰ

Ｏ法人をはじめ,住民の皆様がすごく一丸となって町を盛り上げようと頑張っておら

れるということをひしひしと感じまして，勝浦病院のグランドオープンも本当にみん

なが病院を町の宝物として大事にしてるっていうのを感じましたので，防災監の気持

ちといわれるとなかなか難しいとこもあるんですが，私としては非常に働きやすくて

やりやすいという，仕事に関しては何ら問題なく,させていただいております。 

 ただ，今まで私はあまり車の運転をしたことがなかったものですけれども，自転車

で職場に通っていたんですけど，そこを車の運転をするという環境の変化みたいなも

のがあったりするものですから，そういうところが私の中では環境の変化みたいなと

ころではあるかなというのは，すいません，ちょっと変な話になってしまったかもし

れません。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 言いにくい質問で失礼しましたが，そのようなご答弁だろう

と思っておりました。居心地が悪いはずがないんです。ですから，そのような中で辞

められたっていうところっていうことは，仕事の内容云々でなかったのかなと思って

おります。かなり大きな仕事だったのかなと思ってます。 
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 ということで，前回の金曜日もありましたが，これからの不在の対応というのはど

のように考えられておられますか。 

○議長（松田貴志君） 中瀬課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） 防災監の不在時の対応ということでございます。 

 こちらのほう，私も非常に頼りにしておりまして，地域防災マネジャーとしての研

修，それから自衛隊としての実務の経験，そちらのほう私も貴重なアドバイスをいろ

いろいただきながら防災について進めてきたところでございます。 

 不在時の対応でございますが，こちらのほうはなかなか厳しい状況ではございます

が，課員，限られた人材でできる限りのことに努めてまいりたいというところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ありがとうございます。 

 そしたら，これも金曜日にあった今後の後任について，もちろん募集をされておる

ということやったんですけど，今のとこ現状，何か言えるようなことはありますか。 

○議長（松田貴志君） 中瀬課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） そちらのほうは，新たな人材については募集をさせ

ていただいているところでございます。自衛隊徳島地方協力本部にも協力をお願いし

て，幅広く人材を求めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） ぜひとも早急にしていただきたいなと思っております。 

 これ打合せではしていなかったんですが，１点だけ気になったことがあるんですけ

ど，辞めた報告っていうんがなかったんですけど，この辺の義務というか，そこら辺

はなかったんですか。金曜に初めて知ったっていうことに，議員の中でっていうのも

おられたんで，そこらをどのように考えますか。 

○議長（松田貴志君） 中瀬課長。 

○総務防災課長（中瀬弘晴君） こちらのほうは，こちらも詳しくはあれなんです

が，９月の末ぐらいまでは復帰に向けて意欲を示しておられたというふうに私も個人
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的にお話をさせていただいて受け取っておりました。いろんな事情がございまして，

10月に入られて末日でということでございました。 

 そちらのほうは，報告っていう形ではなかなか個人的なことですので難しかったと

いうところではございます。報告が遅れたことについてはおわび申し上げます。申し

訳ございません。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） おわびというか，こういう報告義務はあったのか，なかった

のかっていうことやったんですけど，基本的にはなかった。分かりました。 

 これは，私のあくまで臆測になりますが，かなり大きな仕事を１人で抱えてされて

おられたのかなと思うところがあります。引退された先輩議員もよく言っておられま

した。組織の問題が大きいのではと私は考えます。小さな自治体で，職員の数も少な

く，たくさんの仕事を兼務していかなければならない中ではございますが，防災業務

は何人かおるんですけど，かなりウエートが重くかかっておったのではないか。事務

所も別で１人のときもあったようですし，コミュニケーションもしっかり取れていた

のかと心配して考えますが，これからの時代，防災業務は大切なことでございます。

私としては，組織の再編が必要ではと考えます。 

 今後，新しい方を今募集されておるということだったので，今回の一件を反省して

いただいて，サポート役をつけて不在のときでもしっかりと同じようなことができる

ような体制にするべきと考えますが，最後に町長にお伺いします。 

 組織編成，これも考えるべきではなかろうかと思いますが，ご所見をお願いいたし

ます。 

○議長（松田貴志君） 野上町長。 

○町長（野上武典君） 防災監のことに関しては，私も非常に残念，そのように思っ

ております。 

 積極的に事業を進めていただいていたっていうのが私の印象で，また責任感を持っ

てやっていた，それを強く感じ過ぎたのかなっていうふうにも思います。 

 私も，防災監が働く部屋に一度でなしに数度上がっていって，１人のときもありま

したし，ほかの職員がおるときもあります。１人のときなどは，寂しないんって聞い

たら，それで集中できるときもあるっていうような返答もございました。それで，い
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けるのかなっていうふうなことでしたが，残念って言うしかないかなと。 

 ということで，組織のほうですが，先ほども出ましたが，あまり細分化するってい

うのも大分検討しなければならないかなっていうふうに思っておりますし，またある

一定何かがあったときに一体としてまとまる人員っていうのは必要になってくる。そ

ういったことも考え合わせての研究が必要かなと思っております。 

 また，こういったことについては瞬時のことで左右するっていうような事態も防災

に対してございますので，また皆さんのご指導かつご協力をお願いできたらと思って

おります。今のところ，今の体制でやっていきたいっていうのが私の思いでございま

すので，ご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（松田貴志君） 花房議員。 

○５番（花房勝一君） 今のところこの体制でっていうことで，新たな防災監も決ま

りまして，来られましたらまたいろいろと今回のことの反省を生かしていただいて，

同じような轍を踏まないようにお願いいたしまして，今回の私の一般質問を終わらさ

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（松田貴志君） 以上で５番花房勝一議員の一般質問は終了いたしました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日，28日は午前９時30分から再開します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

            午後２時39分 散会 
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